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2024 年 12 月 5 日 
 
各 位 

 
旭川信用金庫      

 
旭川しんきんファームバンキングサービス規定改定のお知らせ 

 
平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。 
当金庫は、2025 年１月６日より旭川しんきんファームバンキングサービス規定を改定い

たします。改定後の新規定は、改定前よりお取引いただいているお客さまにも適用されます

ので、改定する規定および改定の内容をお知らせいたします。 
何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。 
 
 

記 
1．改定する規定 
（1）旭川しんきんファームバンキングサービス規定 
 
2．主な改定の内容 
（1）旭川しんきんファームバンキングサービスのご利用いただくお客さまの、資金移動取

引における対象預金から通知預金を除外させていただくことから、記載を削除いたし

ます。 
 
旭川しんきんファームバンキングサービス規定 

変更後 変更前 
1．（旭川しんきんファームバンキングサービス） 
（1）（省略） 

① あらかじめ指定された依頼人名義の預金

口座（当座貸越口座を含みます。以下「支払

指定口座」といいます。）より、ご指定金額

を引き落としのうえ、あらかじめ依頼人が指

定した当金庫本支店あるいは当金庫以外の

金融機関の本支店の預金口座（当座貸越口座

を含みます。以下「入金指定口座」といいま

す。）へ入金する場合。 
ただし、当座貸越（削除）は当金庫の同一

店舗の同一名義への入金指定口座に限りま

す。 
②～③（省略） 

（2）～（3）（省略） 
2．（振り込みまたは振替の受付等） 
（1）～（4）（省略） 
（5）支払指定口座からの資金引き落としは、普通

1．（旭川しんきんファームバンキングサービス） 
（1）（省略） 

① あらかじめ指定された依頼人名義の預金

口座（当座貸越口座を含みます。以下「支払

指定口座」といいます。）より、ご指定金額

を引き落としのうえ、あらかじめ依頼人が指

定した当金庫本支店あるいは当金庫以外の

金融機関の本支店の預金口座（当座貸越口座

を含みます。以下「入金指定口座」といいま

す。）へ入金する場合。 
ただし、当座貸越、通知預金は当金庫の同

一店舗の同一名義への入金指定口座に限り

ます。 
②～③（省略） 

（2）～（3）（省略） 
2．（振り込みまたは振替の受付等） 
（1）～（4）（省略） 
（5）支払指定口座からの資金引き落としは、普通
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変更後 変更前 
預金規定（定期性総合口座取引規定を含みま

す。）、（削除）当座勘定規定、当座貸越契約書ま

たは当座貸越約定書にかかわらず、通帳・カー

ドおよび払戻請求書、または当座小切手の提出

は不要とし、当金庫所定の方法により取り扱い

ます。 
（6）～（8）（省略） 
3．～6．（省略） 
7．（取引内容の確認） 
（1）この取り扱いによる取引後は、すみやかに普

通預金通帳（削除）への記入または当座勘定照

合表、カードローンご利用明細等により取引内

容を照合してください。万一、取引内容・残高

に相違がある場合は、直ちにその旨をお取引店

にご連絡ください。 
（2）（省略） 
8．～ 13．（省略） 
14．（規定の準用） 

この規定に定めのない事項については、定期性

総合口座規定、普通預金規定、普通預金・納税準

備預金・貯蓄預金共通規定、（削除）当座勘定規定、

当座貸越契約書、当座貸越約定書により取り扱い

ます。 
（以下省略） 

預金規定（定期性総合口座取引規定を含みま

す。）、通知預金規定、当座勘定規定、当座貸越

契約書または当座貸越約定書にかかわらず、通

帳・カードおよび払戻請求書、または当座小切

手の提出は不要とし、当金庫所定の方法により

取り扱います。 
（6）～（8）（省略） 
3．～6．（省略） 
7．（取引内容の確認） 
（1）この取り扱いによる取引後は、すみやかに普

通預金通帳、通知預金通帳への記入または当座

勘定照合表、カードローンご利用明細等により

取引内容を照合してください。万一、取引内容・

残高に相違がある場合は、直ちにその旨をお取

引店にご連絡ください。 
（2）（省略） 
8．～ 13．（省略） 
14．（規定の準用） 

この規定に定めのない事項については、定期性

総合口座規定、普通預金規定、普通預金・納税準

備預金・貯蓄預金共通規定、通知預金規定、当座

勘定規定、当座貸越契約書、当座貸越約定書によ

り取り扱います。 
（以下省略） 

改定する規定は下記のとおりです。 
旭川しんきんファームバンキングサービス規定 

 
以 上 


